
○
告

示

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

Ｂ
＆
Ａ
矯
正
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

藤
井

昭
仁

別
府
市
大
字
南
立
石
字
中
津
留
二
一
七

一
番
地
二
一

令

四
・

三
・

一

カ
イ
ト
薬
局

株
式
会
社
フ
カ
イ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー

臼
杵
市
大
字
掻
懐
二
の
九
番
地
の
一

令

四
・

四
・

一

鶴
岡
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
鶴
岡
ク

リ
ニ
ッ
ク

佐
伯
市
大
字
鶴
望
二
七
三
八
番
地
一

令

四
・

三
・
二
八

ふ
じ
し
ま
内
科

医
療
法
人
社
団
宣

和
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
七
番
地

令

四
・

四
・

一

大
分
県
医
療
生
活

協
同
組
合
竹
田
診

療
所

大
分
県
医
療
生
活

協
同
組
合

竹
田
市
大
字
会
々
三
三
一
三－

一

令

四
・

四
・

一

佐
伯
眼
科

医
療
法
人
佐
伯
眼

科

佐
伯
市
常
盤
西
町
一
八
六
八
番
一

令

四
・

四
・

一

ふ
る
た
薬
局
中
央

町
店

有
限
会
社
古
田
薬

局

中
津
市
中
央
町
二
丁
目
五
〇
一－

三

令

四
・

四
・

一

㈲
新
星
薬
局

有
限
会
社
新
星
薬

局

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
九
一
番
地
の
一

令

四
・

四
・

一

有
限
会
社
お
お
の

調
剤
薬
局
お
が
た

店

有
限
会
社
お
お
の

調
剤
薬
局

豊
後
大
野
市
緒
方
町
馬
場
三
〇
六
番
地

の
一

令

四
・

四
・

一

㈲
淡
窓
調
剤
薬
局

上
城
内
店

有
限
会
社
淡
窓
調

剤
薬
局

日
田
市
上
城
内
町
一
番
一
二
号

令

四
・

四
・

一

㈲
友
松
薬
局
伊
美

店

有
限
会
社
友
松
薬

局

国
東
市
国
見
町
伊
美
二
七
〇
二－

二

令

四
・

四
・

一

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

公
安
委
員
会
告
示

乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
関
す

る
合
意
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

大
分
県
告
示
第
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

四

年

第
三
〇
二
号

四
月
二
十
二
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



株
式
会
社
喜
久
屋

薬
局
津
江
店

株
式
会
社
喜
久
屋

薬
局

日
田
市
中
津
江
村
大
字
栃
原
二
九
七
〇

－

一
二

令

四
・

四
・

一

㈲
か
ん
だ
薬
局
田

町
店

有
限
会
社
か
ん
だ

薬
局

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
田
町
三
〇
七
番
地

令

四
・

四
・

一

み
ょ
う
ば
ん
薬
局

有
限
会
社
別
府
よ

し
む
ら

別
府
市
鶴
見
一
〇
九
二－

五

令

四
・

四
・

一

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
殿

町
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

中
津
市
殿
町
一
四
二
二
番
二

令

四
・

四
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

廃
止
年
月
日

細
川
歯
科
医
院

細
川

宗
俊

中
津
市
大
字
島
田
四
四
三
番
地
ー
一
ー

一
九

令

四
・

三
・

九

辻
田
薬
局
日
田
店

辻
田

和
生

日
田
市
清
水
町
八
二
番
地
の
一

令

四
・

三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

事
業
者
の
名
称
又

は
氏
名

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
福
和

会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
つ
む
ぎ

豊
後
大
野
市
千
歳

町
新
殿
三
一
四
番

地
一
一

訪
問
介
護

令
三
・

四
・

一

社
会
福
祉
法
人
敬

愛
会

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ひ
び
き
中

津

中
津
市
沖
代
町
一

丁
目
四
―
三
四

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
縁

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
に
し

宇
佐
市
大
字
上
高

家
一
三
四
八
番
地

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

渡
町
台
外
科
病
院

渡
町
台
外
科
病
院

佐
伯
市
長
島
町
三

―
一
三
―
一
二

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

医
療
法
人
誠
雅
会

デ
イ
ケ
ア
さ
つ
き

苑

中
津
市
三
光
土
田

一
二
四
三
番
地
四

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

株
式
会
社
や
よ
い

会

訪
問
介
護
事
業
所

ほ
ほ
え
み

佐
伯
市
弥
生
町
床

木
四
番
地
一

訪
問
介
護

令
三
・

五
・

一

一
般
社
団
法
人
ｗ

ｉ
ｌ
ｌ

ウ
ィ
ル

別
府
市
幸
町
三
―

一
一
コ
ー
ポ
辰
美

一
○
二

訪
問
介
護

〃

株
式
会
社
は
ぴ
ね

す
さ
ぽ
ー
と

は
ぴ
ね
す
さ
ぽ
ー

と
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
大
分

中
津

中
津
市
豊
田
町
一

―
五
三
七
―
三
ハ

イ
ノ
ー
ブ
ル
六
Ｆ

訪
問
看
護

令
三
・

六
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

有
限
会
社
ブ
ル
ー

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

有
限
会
社
ブ
ル
ー

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

宇
佐
市
大
字
葛
原

六
二
八
―
一
四

福
祉
用
具
貸
与

令
三
・

六
・

七

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

大
分
県
告
示
第
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
九
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

指
定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

合
同
会
社
a
w
e

s
o
m
e

v
o

i
c
e

介
護
サ
ー
ビ
ス

L
I
N
K

別
府
市
北
浜
二
丁

目
七
番
三
一
号
も

ず
や
ビ
ル
三
○
五

号

訪
問
介
護

令
三
・

八
・

一

合
同
会
社
ほ
ー
む

む
す
び
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

杵
築
市
大
字
杵
築

六
六
五
番
地
六
二

三
シ
ー
サ
イ
ド
タ

ウ
ン
S
E
N

D

二
○
一
号

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

合
同
会
社
Ｔ
Ｏ
Ｍ

Ｏ
Ｅ

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
巴

別
府
市
鉄
輪
八
二

八
番
地
の
六

訪
問
介
護

令
三
・

九
・
一
七

ト
ー
タ
ル
ケ
ア
デ

ザ
イ
ン
株
式
会
社

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
す
い
れ
ん

日
田
市
大
字
日
高

町
二
三
○
九
―
一

訪
問
介
護

令
三
・
一
○
・

一

社
会
医
療
法
人
小

寺
会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
佐
伯
の
太

陽

佐
伯
市
駅
前
一
丁

目
一
番
一
一
号

訪
問
介
護

〃

ト
ー
タ
ル
ケ
ア
デ

ザ
イ
ン
株
式
会
社

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
す
い
れ
ん

日
田
市
大
字
日
高

二
三
○
九
―
一

通
所
介
護

〃

合
同
会
社
ナ
ウ
ア

ル
カ

訪
問
介
護
事
業
所

ま
た
た
き

豊
後
高
田
市
新
町

二
八
二
五
―
四
番

地
ピ
ュ
ア
タ
ウ
ン

Ａ
棟
二
階
Ａ
号

訪
問
介
護

令
三
・
一
○
・
一
六

合
同
会
社
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
速
見

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
速
見

速
見
郡
日
出
町
豊

岡
五
五
五
番
地
一

訪
問
介
護

令
三
・
一
一
・

一

株
式
会
社
ア
ス
テ

ル
・
ケ
ア

あ
い
な
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

由
布
市
挾
間
町
挾

間
四
八
六
番
地
五

コ
ー
ポ
長
田
一
○

三

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

医
療
法
人
鶴
林
会

桂
林
病
院

日
田
市
城
町
一
丁

目
二
番
六
一
号

訪
問
看
護

令
三
・
一
一
・
一
五

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

愛
運
株
式
会
社

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
愛
運

佐
伯
市
大
字
池
田

一
九
五
六
―
二

訪
問
介
護

令
三
・
一
一
・
一
九

セ
ン
ト
ケ
ア
九
州

株
式
会
社

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
宇
佐

宇
佐
市
大
字
四
日

市
一
四
六
九
番
一

訪
問
看
護

令
三
・
一
二
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

医
療
法
人
鶴
玲
会

老
人
保
健
施
設
メ

デ
ィ
ケ
ア
亀
寿
苑

国
東
市
国
東
町
田

深
六
六
五
番
一

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

社
会
医
療
法
人
三

愛
会

庄
内
診
療
所
デ
イ

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

由
布
市
庄
内
町
柿

原
二
八
○
番
地
の

一

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

特
定
非
営
利
活
動

法
人
と
も
だ
ち
村

グ
ラ
ン
ド
ヒ
ル
ズ

ア
ウ
ル
の
丘

玖
珠
郡
玖
珠
町
大

字
戸
畑
六
四
九
八

番
地
四

特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介

護

〃

医
療
法
人
中
津
第

一
病
院

医
療
法
人
中
津
第

一
病
院

中
津
市
大
字
宮
夫

二
五
二
番
地
二

訪
問
看
護

令
三
・
一
二
・
一
五

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
友
輪

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
け
ぼ
し

別
府
市
大
字
鶴
見

一
九
五
一
番
地
の

三
○

訪
問
看
護

令
四
・

一
・

一

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

社
会
福
祉
法
人
亀

鶴
会

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
偕
楽
園

別
府
市
大
字
南
立

石
二
一
七
○
番
地

の
二
二

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
ア
ー
ト

ア
ー
ト
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

臼
杵
市
大
字
江
無

田
字
中
通
二
五
七

番
地
四

訪
問
看
護

令
四
・

三
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
Ｍ
ｏ
ｒ

ｅ
・
ス
テ
ー
ジ

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
て
く
て
く

中
津
市
大
字
大
塚

四
六
五
番
地
一

訪
問
介
護

令
四
・

三
・
一
五

〃

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
ゆ
る
り
と

〃

通
所
介
護

〃

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

事
業
者
の
名
称
又

は
氏
名

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
に
し
む

ら
皮
ふ
科
医
院

高
野
皮
膚
科
泌
尿

器
科
医
院

中
津
市
大
字
島
田

八
○
七
番
地
の
一

訪
問
看
護

平
二
四
・

八
・
二
二

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

佐
伯
シ
テ
ィ
タ
ク

シ
ー
株
式
会
社

さ
い
き
福
祉

佐
伯
市
駅
前
二
丁

目
五
―
三

訪
問
介
護

令
元
・

六
・

一

菊
池

隆
一

菊
池
内
科
医
院

別
府
市
南
立
石
八

幡
町
四
組

訪
問
看
護

令
二
・

三
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

社
会
福
祉
法
人
暘

谷
福
祉
会

暘
谷
苑
訪
問
入
浴

サ
ー
ビ
ス

速
見
郡
日
出
町
大

字
藤
原
五
七
○
八

―
三

訪
問
入
浴
介
護

令
二
・

六
・

二

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護

〃

株
式
会
社
サ
ン

ハ
ー
ト

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
お

茶
の
み
と
も
だ
ち

６
３
４

国
東
市
武
蔵
町
糸

原
字
上
神
手
四
一

二
九
―
三

通
所
介
護

令
二
・

六
・
三
○

株
式
会
社
ダ
イ

ト
ー

株
式
会
社
ダ
イ

ト
ー

豊
後
大
野
市
三
重

町
市
場
四
○
五
番

地

福
祉
用
具
貸
与

令
二
・

八
・
一
五

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

株
式
会
社
サ
ト
シ

ン

訪
問
介
護
さ
と
し

ん

由
布
市
挾
間
町
下

市
四
三
八
番
地
二

訪
問
介
護

令
三
・

二
・

一

有
限
会
社
湯
布
商

事

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
花
の
里

由
布
市
庄
内
町
西

三
六
一
番
地

通
所
介
護

令
三
・

三
・
二
七

社
会
福
祉
法
人
明

峰
会

ひ
び
き
レ
ン
タ
ル

宇
佐
市
大
字
四
日

市
四
四
四
二
―
一

福
祉
用
具
貸
与

令
三
・

四
・
三
○

大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

株
式
会
社
小
野
明

組

訪
問
介
護
事
業
所

ほ
ほ
え
み

佐
伯
市
弥
生
大
字

床
木
四
番
地
一

訪
問
介
護

〃

ウ
ェ
ル
ビ
ス
悠
愛

株
式
会
社

悠
愛
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

日
田
市
亀
山
町
五

―
三
○

通
所
介
護

〃

特
定
非
営
利
活
動

法
人
紫
苑
会

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
紫

苑

別
府
市
大
字
鶴
見

字
下
原
四
二
三
五

番
一
○
の
一

訪
問
介
護

令
三
・

五
・
三
一

医
療
法
人
玄
々
堂

玄
々
堂
高
田
病
院

豊
後
高
田
市
界
三

七
八
―
二

訪
問
看
護

令
三
・

六
・
三
○

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

社
会
福
祉
法
人
一

心
会

一
心
会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス

杵
築
市
山
香
町
大

字
野
原
一
四
○
五

―
一

訪
問
介
護

令
三
・

七
・
三
一

株
式
会
社
小
野
明

組

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
鶴
望
園

佐
伯
市
大
字
鶴
望

五
一
五
六
―
一

通
所
介
護

〃

日
田
市

日
田
市
立
東
渓
診

療
所

日
田
市
天
瀬
町
合

田
一
九
九
四
番
地

一

訪
問
看
護

令
三
・

八
・
一
五

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

狩
峰

信
也

庄
内
診
療
所

由
布
市
庄
内
町
柿

原
二
八
○
番
地
一

訪
問
看
護

令
三
・

八
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

〃

庄
内
診
療
所
デ
イ

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

〃

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

庄
内
診
療
所

〃

短
期
入
所
療
養
介

護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護

〃

社
会
福
祉
法
人
百

徳
会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
佐
伯
の
太

陽

佐
伯
市
駅
前
一
丁

目
一
番
一
一
号

訪
問
介
護

令
三
・

九
・
三
○

医
療
法
人
野
津
第

一
内
科
医
院

居
宅
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
「
な
ご

み
」

臼
杵
市
野
津
町
大

字
野
津
市
五
一
○

番
地

訪
問
介
護

〃

社
会
福
祉
法
人
宇

佐
福
祉
会

宇
佐
よ
り
も
園
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

宇
佐
市
南
宇
佐
二

五
六
二
―
三

訪
問
介
護

〃

特
定
非
営
利
活
動

法
人
と
も
だ
ち
村

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
ソ
レ
イ
ユ

の
郷

日
田
市
日
高
町
二

三
○
九
番
地
一

通
所
介
護

〃

日
本
ケ
ア
・
テ
ッ

ク
株
式
会
社

別
府
ケ
ア
ナ
ー
シ

ン
グ

別
府
市
亀
川
四
の

湯
二
区
一
―
五

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

杵
築
市

杵
築
市
介
護
老
人

保
健
施
設
グ
リ
ー

ン
ケ
ア
や
ま
が

杵
築
市
山
香
町
大

字
野
原
一
六
一
二

番
地
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

令
三
・
一
○
・
三
一

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

有
限
会
社
Ｂ
Ｇ
Ｏ

ま
つ
ば
ら
シ
ル

バ
ー
サ
ー
ビ
ス

国
東
市
安
岐
町
塩

屋
二
七
四
六
―
二

福
祉
用
具
貸
与

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

医
療
法
人
古
荘
医

院

古
荘
医
院

宇
佐
市
安
心
院
町

下
毛
二
○
六
四
番

地
の
一
一

訪
問
看
護

令
三
・
一
一
・
一
八

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

木
村
医
院

木
村
医
院

別
府
市
上
田
の
湯

町
一
―
七

訪
問
看
護

令
三
・
一
一
・
一
九

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
桜
手
鞠

さ
く
ら
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

別
府
市
扇
山
二
一

組
―
一
○

訪
問
看
護

令
三
・
一
一
・
三
○

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

株
式
会
社
あ
わ
や

株
式
会
社
あ
わ
や

福
祉
事
業
部

竹
田
市
竹
田
町
三

八
九
番
地
一

福
祉
用
具
貸
与

令
三
・
一
二
・

一

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

医
療
法
人
敷
島

隈
診
療
所

日
田
市
隈
一
丁
目

二
番
三
一
号

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

令
三
・
一
二
・

八

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

医
療
法
人
信
和
会

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
み
ら
い

宇
佐
市
大
字
出
光

一
六
五
―
一

訪
問
看
護

令
三
・
一
二
・

九

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

医
療
法
人
平
成
会

矢
野
医
院

杵
築
市
大
田
沓
掛

一
三
―
二

訪
問
看
護

令
三
・
一
二
・
一
六

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
看

護

〃

〃

〃

〃

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

〃

〃

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

〃

〃

居
宅
療
養
管
理
指

導

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導

〃

社
会
福
祉
法
人
農

協
共
済
別
府
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

み
ょ
う
ば
ん
ク
リ

ニ
ッ
ク

別
府
市
明
礬
五
組

二

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

令
三
・
一
二
・
三
一

〃

〃

〃

介
護
予
防
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

〃

〃

〃

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



〃

〃

〃

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

〃

社
会
福
祉
法
人
洗

心
会

訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
は
る
か
ぜ

別
府
市
大
字
鶴
見

四
一
三
六
番
地
の

二

訪
問
介
護

令
四
・

三
・
三
一

社
会
医
療
法
人
小

寺
会

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
こ
で
ら

佐
伯
市
鶴
見
大
字

沖
松
浦
五
○
八
番

地
二

通
所
介
護

〃

有
限
会
社
な
の
花

福
祉
用
具
貸
与
な

の
花

別
府
市
大
字
鶴
見

三
二
三
三
番
地
の

一
一

福
祉
用
具
貸
与

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
福
祉
用

具
貸
与

〃

〃

特
定
福
祉
用
具
販

売
な
の
花

別
府
市
大
字
鶴
見

三
二
五
六
番
地
の

一

特
定
福
祉
用
具
販

売

〃

〃

〃

〃

特
定
介
護
予
防
福

祉
用
具
販
売

〃

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

開
設
者
の
名
称
又

は
氏
名

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
梶
原
病

院

梶
原
病
院

中
津
市
中
殿
町
三

丁
目
二
九
番
地
八

介
護
療
養
型
医
療

施
設

令
三
・

六
・

一

狩
峰

信
也

庄
内
診
療
所

由
布
市
庄
内
町
柿

原
二
八
○
番
地
一

〃

令
三
・

八
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
番
号

指

定

位

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

大
土
第
三
ー

二
号

由
布
市
挾
間
町
古
野
字
大
間
二
四

番
四

令
四
・
四
・
八

メ
ー
ト
ル

五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

五
〇
・
〇
〇

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
告
示
第
二
百
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
か
ら
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
十
一
番
地

株
式
会
社
サ
ン
リ
オ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

代
表
取
締
役
社
長

小

巻

亜

矢

二

委
託
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
四
年
四
月
十
六
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及

び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

七



○
公
安
委
員
会
告
示

合
意
日

令
和
４
年
４
月
７
日

所
在
地

津
久
見
市
中
央
町

津
久
見
市
中
央
町

津
久
見
市
中
央
町

津
久
見
市
中
央
町

停
留
所
の
名
称

駅
前
通
り
（
東
側
）

駅
前
通
り
（
西
側
）

津
久
見
駅

社
会
福
祉
協
議
会

１２３４

○
労
働
委
員
会
告
示

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
〇
八
二
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
一
九
、
二
六
二
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
二
、
四
一
四
人

別

府

市

三
一
、
九
二
六
人

中

津

市

二
二
、
八
五
三
人

日

田

市

一
七
、
七
五
七
人

佐

伯

市

一
九
、
七
七
三
人

臼

杵

市

一
〇
、
六
九
三
人

津

久

見

市

四
、
八
六
〇
人

竹

田

市

五
、
九
九
八
人

豊
後
高
田
市

六
、
二
一
九
人

杵

築

市

七
、
九
六
三
人

宇

佐

市

一
五
、
二
五
六
人

豊
後
大
野
市

九
、
九
一
五
人

由

布

市

九
、
四
二
七
人

国
東
市
・
姫
島
村

八
、
三
四
一
人

日

出

町

七
、
八
三
五
人

九
重
町
・
玖
珠
町

六
、
八
〇
八
人

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
４５号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
４４条

第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
津
久
見
市
内
の
乗

合
自
動
車
の
停
留
所
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
停
車
又
は
駐
車
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
当
該
停
車
又
は
駐
車
に
関
係
の
あ
る
者
と
合
意
し
た
。

令
和
４
年
４
月
２２日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

１
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
の
名
称

別
表
の
と
お
り

２
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
等
の
範
囲

津
久
見
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
か
ら
委
託
を
受
け
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が

道
路
運
送
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１８３号

）
第
３
条
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車

３
停
車
又
は
駐
車
が
道
路
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
と

認
め
る
事
項

臼
津
交
通
株
式
会
社
、
津
久
見
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社
及
び
光
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社
と
前
記
２
に
規
定
す

る
運
送
事
業
者
と
の
運
行
時
刻
等
に
つ
い
て
の
調
整

別
表大

分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
安
委
告
示
・
労
働
委
告
示
）

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

八



し
ら

か
わ

け
ん

い
ち

白

川

憲

一

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
交
通
株
式
会
社
常
務
取
締
役

平
三
〇
・

二
・
一
三

し
ら

か
わ

け
ん

い
ち

白

川

憲

一

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
交
通
株
式
会
社
取
締
役
副
社
長

平
三
〇
・

二
・
一
三

い
な

が
き

ま
も
る

稲

垣

守

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令

三
・

四
・
一
三

た

な
べ

た
か

し

田

邉

隆

司

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令

四
・

四
・
一
二

○
公

告

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長

深

田

茂

人

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
教
職
員
パ
ソ
コ
ン
用
Ｏ
Ｓ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

大
分
支
社
大
分
営
業
部

部
長

徳

永

佳

紀

大
分
市
萩
原
四
丁
目
八
番
七
号

五

落
札
金
額

七
千
六
百
六
十
四
万
九
千
九
百
五
十
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
報
（
労
働
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
四
月
二
十
二
日

九


